
セ ル フ プ ラ ン の 提 出 に つ い て  

 

 

 

袖 ケ 浦 市 福 祉 事 務 所 長  様  

 

 

 私 は 、 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る

た め の 法 律 及 び 児 童 福 祉 法 に 定 め る サ ー ビ ス を 利 用 す る に あ

た り 、サ ー ビ ス 等 の 支 給 決 定 に お い て 勘 案 さ れ る「 サ ー ビ ス 等

利 用 計 画 （ 案 ）」 に つ い て 、 相 談 支 援 事 業 所 に 作 成 を 依 頼 す る

の で な く 、自 分 の 意 思 に お い て 、自 ら サ ー ビ ス 調 整 等 を 図 る こ

と や 、 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 者 か ら モ ニ タ リ ン グ が 実 施 さ れ

な い な ど 、制 度 の 内 容 を 理 解 し た 上 で「 セ ル フ プ ラ ン 」を 提 出

し 、 サ ー ビ ス の 受 給 を 希 望 し ま す 。  

 

 

令 和   年   月   日  

 

 

          自 署 記 名              

 

          代 筆 者             

 

※セルフプランにより受給できるサービスは、原則として以下に限ります。 

就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、就労定着支援、 

自立生活援助、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援 

※次の項目に該当する場合、「セルフプランの特例利用届」を提出することで、セルフプランの

特例利用を認めます。 

・セルフプラン対象サービス外ではあるが、早急にサービスを利用する必要があり、かつ今後計

画相談支援を受けられる目途がついている場合 

・セルフプラン対象サービスを継続・安定して利用できており、かつ本人が計画相談支援からセ

ルフプランへの移行を希望している場合 

・その他、特例的にセルフプラン利用することの必要性を袖ケ浦市が認め、本人がセルフプラン

の利用を希望している場合 


